
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
事
業
方
法
書
等
の
審
査
基
準
）

（
事
業
方
法
書
等
の
審
査
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

電
子
通
信
手
段
又
は
情
報
処
理
の
用
に
供
す
る
機
器
を
利
用
し
て
、
保
険

（
新
設
）

契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
保
険
契
約
の
締
結
の
手
続
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、

保
険
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
の
本
人
確
認
、
被
保
険
者
（
当
該
保
険
契
約
の
締

結
時
に
お
い
て
被
保
険
者
が
特
定
で
き
な
い
場
合
を
除
く
。
）
の
身
体
の
状
況
の

確
認
、
契
約
内
容
の
説
明
、
情
報
管
理
そ
の
他
当
該
手
続
の
遂
行
に
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
及
び
業
務
の
的
確
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
た

め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

保
険
契
約
者
に
対
し
て
、
第
五
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
書

八

保
険
契
約
者
に
対
し
て
、
第
五
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
書

面
を
交
付
し
た
上
で
、
当
該
保
険
契
約
者
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
署
名

面
を
交
付
し
た
上
で
、
当
該
保
険
契
約
者
か
ら
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
の
署
名

又
は
押
印
を
得
る
措
置
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

又
は
押
印
を
得
る
措
置
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
、
第
八
十
三
条
第

三
号
に
規
定
し
、
か
つ
事
業
者
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
に
係
る
措
置
を

除
く
。
）
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）



（
法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
の
運
用
の
額
の
制
限
）

（
法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
の
運
用
の
額
の
制
限
）

第
四
十
八
条
の
三

（
略
）

第
四
十
八
条
の
三

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
（
保
険
約
款
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
、
コ
ー

ロ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
（
保
険
約
款
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
、
コ
ー

ル
ロ
ー
ン
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
有
価
証

ル
ロ
ー
ン
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
有
価
証

券
（
現
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
有
価
証
券
の
う
ち
当
該
担
保
の
額
に
相
当
す
る

券

額
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
削
る
）

ニ

当
該
同
一
人
が
引
受
け
を
行
っ
た
信
託
財
産
（
当
該
信
託
財
産
の
う
ち
、
信

託
業
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

信
託
会
社
が
分
別
し
て
管
理
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）

ニ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
債
務
の
保
証

ホ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
債
務
の
保
証

ホ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
運
用
資
産
と
し
て
金
融

ヘ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
運
用
資
産
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
も
の

庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
）

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
険
金
等
の
額
を
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
保
険
契
約
（
第
八
十
三
条
第

二

保
険
金
等
の
額
を
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
保
険
契
約
の
保
険
募
集
に
際



三
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
事
業
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業

し
て
、
生
命
保
険
募
集
人
又
は
損
害
保
険
募
集
人
が
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
保

と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う

険
金
等
の
支
払
時
に
お
け
る
外
国
為
替
相
場
に
よ
り
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
保
険

。
以
下
同
じ
。
）
を
保
険
契
約
者
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
保
険
募
集
に
際
し

金
等
の
額
が
、
保
険
契
約
時
に
お
け
る
外
国
為
替
相
場
に
よ
り
本
邦
通
貨
に
換
算

て
、
生
命
保
険
募
集
人
又
は
損
害
保
険
募
集
人
が
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
保
険

し
た
保
険
金
等
の
額
を
下
回
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
に
よ

金
等
の
支
払
時
に
お
け
る
外
国
為
替
相
場
に
よ
り
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
保
険
金

り
、
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

等
の
額
が
、
保
険
契
約
時
に
お
け
る
外
国
為
替
相
場
に
よ
り
本
邦
通
貨
に
換
算
し

た
保
険
金
等
の
額
を
下
回
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
に
よ
り

、
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
生
命
保
険
会
社
の
責
任
準
備
金
）

（
生
命
保
険
会
社
の
責
任
準
備
金
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
第
一
項
第
一
号
の
保
険
料
積
立
金
及
び

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
第
一
項
第
一
号
の
保
険
料
積
立
金
に
つ

同
項
第
二
号
の
二
の
払
戻
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支

い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支
の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
損
害
保
険
会
社
の
責
任
準
備
金
）

（
損
害
保
険
会
社
の
責
任
準
備
金
）



第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
前
項
第
三
号
の
払
戻
積
立
金
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支
の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
損
害
保
険
会
社
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
及

三

第
一
号
及
び
前
号
の
規
定
は
、
損
害
保
険
会
社
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
及
び

び
保
険
契
約
の
特
性
等
に
照
ら
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

保
険
契
約
の
特
性
等
に
照
ら
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
料
積
立
金
及
び
払
戻
積
立
金
の
額
は

た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
料
積
立
金
及
び
払
戻
積
立
金
の
額
は
保

保
険
数
理
に
基
づ
き
、
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

険
数
理
に
基
づ
き
、
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
特
別
勘
定
を
設
置
す
る
保
険
契
約
）

（
特
別
勘
定
を
設
置
す
る
保
険
契
約
）

第
七
十
四
条

法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は

第
七
十
四
条

法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
別
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
財
産
の
価
額
に
よ
り
、
生
命
保

一

特
別
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
財
産
の
価
額
に
よ
り
、
保
険
金

険
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
金
額
が
変
動
す
る
保

そ
の
他
の
給
付
金
の
金
額
が
変
動
す
る
保
険
契
約

険
契
約
、
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
返
戻
金
の
金
額
が
変
動
す
る
保
険
契
約

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

第
八
十
三
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）



イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

ヌ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六
条
の

（
新
設
）

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
主
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百

六
十
四
条
に
お
い
て
「
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成

給
付
金
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ル

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
労
者
財

（
新
設
）

産
形
成
基
金
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
に
お
い
て
「

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
保
険
契
約
」
と
い

う
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ

法
人
が
所
有
す
る
資
産
及
び
そ
の
過
半
が
法
人
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い

イ

法
人
が
所
有
す
る
資
産
及
び
そ
の
過
半
が
法
人
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
資
産
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
に
関
す
る
火
災
、
落
雷
、
破
裂
、
爆
発
、
風

る
資
産
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
に
関
す
る
火
災
、
落
雷
、
破
裂
、
爆
発
、
風

災
、
ひ
ょ
う
災
、
雪
災
に
よ
る
損
害
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
損
害
を
対
象
と
す

災
、
ひ
ょ
う
災
、
雪
災
に
よ
る
損
害
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
損
害
を
対
象
と
す

る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
事
業
用
資
産

る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
事
業
用
資
産

向
け
火
災
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

向
け
火
災
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ロ

火
災
、
落
雷
、
破
裂
又
は
爆
発
に
よ
る
損
害
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
損
害
が

（
新
設
）

生
じ
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
の
被
担
保
債
権
に
生
じ
る
損
害
を
対
象
と
す
る

保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
債
権
保
全
火
災

保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ハ

林
地
内
に
所
在
す
る
立
木
竹
に
関
す
る
火
災
の
事
故
を
対
象
と
す
る
保
険
契

ロ

林
地
内
に
所
在
す
る
立
木
竹
に
関
す
る
火
災
の
事
故
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
森
林
火
災
保
険
契
約
」

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
森
林
火
災
保
険
契
約
」



と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

ニ

国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
い
て
開
催
さ
れ
る
博
覧
会
、
地
方
公
共

ハ

国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
い
て
開
催
さ
れ
る
博
覧
会
、
地
方
公
共

団
体
が
主
催
す
る
博
覧
会
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
博
覧
会
を
対
象
と
す
る
保
険

団
体
が
主
催
す
る
博
覧
会
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
博
覧
会
を
対
象
と
す
る
保
険

契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
博
覧
会
総
合
保
険
契

契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
博
覧
会
総
合
保
険
契

約
」
と
い
う
。
）

約
」
と
い
う
。
）

ホ

船
舶
及
び
海
上
運
送
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
よ
り
運
送
中
の
貨
物
及
び
こ
れ

ニ

船
舶
及
び
海
上
運
送
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
よ
り
運
送
中
の
貨
物
及
び
こ
れ

ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契

ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
海
上
保
険
契
約
」
と
い

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
海
上
保
険
契
約
」
と
い

う
。
）

う
。
）

ヘ

陸
上
を
運
送
中
の
貨
物
若
し
く
は
当
該
貨
物
か
ら
生
ず
る
責
任
を
対
象
と
す

ホ

陸
上
を
運
送
中
の
貨
物
若
し
く
は
当
該
貨
物
か
ら
生
ず
る
責
任
を
対
象
と
す

る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
運
送
保
険
契

る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
運
送
保
険
契

約
」
と
い
う
。
）
又
は
陸
上
を
運
送
中
の
そ
の
送
り
状
ご
と
の
保
険
価
額
が
三

約
」
と
い
う
。
）
又
は
陸
上
を
運
送
中
の
そ
の
送
り
状
ご
と
の
保
険
価
額
が
三

十
万
円
を
超
え
な
い
貨
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第

十
万
円
を
超
え
な
い
貨
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第

百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ト

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

（
新
設
）

登
録
を
受
け
て
旅
行
業
を
営
む
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
旅
行
者
の
事
故

に
伴
っ
て
負
担
す
る
見
舞
費
用
、
救
援
者
費
用
若
し
く
は
事
故
対
応
費
用
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
費
用
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第

百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
旅
行
事
故
対
策
費
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は

同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
て
旅
行
業
を
営
む
者
が
旅
行
者
が
身
体

に
傷
害
を
被
っ
た
と
き
に
旅
行
業
約
款
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
補
償
金
又
は
入

院
見
舞
金
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に



お
い
て
「
旅
行
特
別
補
償
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

チ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
主
を

（
新
設
）

保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い

て
「
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
傷
害
保
険
契

約
」
と
い
う
。
）

リ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
労
者
財

（
新
設
）

産
形
成
基
金
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八

十
九
条
に
お
い
て
「
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
基

金
傷
害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ヌ

自
動
車
の
管
理
又
は
運
行
に
伴
う
損
害
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に

お
い
て
「
総
付
保
台
数
十
台
以
上
の
自
動
車
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

自
動
車
の
使
用
者
（
自
動
車
の
車
両
損
害
を
対
象
と
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
）
を
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
。

対
象
と
す
る
自
動
車
の
数
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
の
使

用
者
は
全
て
同
一
と
す
る
こ
と
。

合
計
自
動
車
数
（
対
象
と
す
る
自
動
車
の
総
数
と
当
該
自
動
車
の
使
用
者

を
使
用
者
と
す
る
自
動
車
の
管
理
又
は
運
行
に
伴
う
損
害
を
対
象
と
す
る
他

の
保
険
契
約
（

及
び

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
自
動
車
の
総
数
と
の
合
計
を
い
う
。
）
が
十
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ル

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
管
理
又
は
運
行
に
伴
う
損
害
を
対
象
と
す
る
保
険
契

（
新
設
）

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
販
売
用
等
自
動
車
保
険



契
約
」
と
い
う
。
）

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
八
十
条
第
二
項

に
基
づ
き
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
こ
と
の
許
可
を
受
け
た
自
家
用
自
動

車
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十

五
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
に
係
る
も
の

自
動
車
の
販
売
、
試
験
使
用
、
輸
送
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
事
業
者
が
そ

の
事
業
の
た
め
一
時
的
な
管
理
又
は
運
行
を
行
う
自
動
車

ヲ

業
務
の
遂
行
又
は
個
人
の
日
常
生
活
に
伴
う
損
害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る

ヘ

業
務
の
遂
行
又
は
個
人
の
日
常
生
活
に
伴
う
損
害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る

保
険
契
約
（
自
動
車
の
運
行
に
係
る
も
の
及
び
本
号
中
他
に
掲
げ
る
契
約
に
該

保
険
契
約
（
自
動
車
の
運
行
に
係
る
も
の
及
び
本
号
中
他
に
掲
げ
る
契
約
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
賠
償

当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
賠
償

責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ワ

船
舶
に
よ
り
運
送
中
の
旅
客
の
生
命
又
は
身
体
に
係
る
損
害
賠
償
責
任
を
対

ト

船
舶
に
よ
り
運
送
中
の
旅
客
の
生
命
又
は
身
体
に
係
る
損
害
賠
償
責
任
を
対

象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
船
客

象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
船
客

傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

カ

業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
に
業
務
上
の
事
由
に
よ
り
生
じ
た
事
故
の
補
償
責

チ

業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
に
業
務
上
の
事
由
に
よ
り
生
じ
た
事
故
の
補
償
責

任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て

任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て

「
労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

「
労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ヨ

航
空
機
及
び
こ
れ
に
よ
り
運
送
中
の
貨
物
、
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
、
当
該

リ

航
空
機
及
び
こ
れ
に
よ
り
運
送
中
の
貨
物
、
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
、
当
該

打
上
げ
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨
物
（
人
工
衛
星
を
含
む
。
）
及
び
当
該
貨
物
を

打
上
げ
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）
及
び
当
該
貨
物
を
運
送

運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か
又
は
す

す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て

べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い

を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「

て
「
航
空
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

航
空
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）



タ

自
己
又
は
そ
の
家
族
が
居
住
す
る
た
め
、
土
地
又
は
住
宅
の
購
入
に
必
要
な

（
新
設
）

資
金
を
借
り
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
当
該
借
入
れ
に
係
る
金
銭
消

費
貸
借
契
約
に
定
め
ら
れ
た
債
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
住
宅
ロ
ー
ン
保
証
保
険

契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ヌ

継
続
的
な
取
引
契
約
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
、
売
買
契
約
若
し
く
は
請
負
契

約
に
基
づ
き
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
こ

と
又
は
保
証
委
託
契
約
に
基
づ
く
保
証
債
務
を
履
行
し
た
こ
と
を
対
象
と
す
る

保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
信
用
保
険
契
約

」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ル

雇
用
関
係
に
あ
る
事
業
主
と
従
業
員
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
を
当
該
事
業

主
と
し
、
当
該
従
業
員
が
窃
盗
、
横
領
そ
の
他
の
背
信
行
為
を
す
る
こ
と
を
対

象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
身
元

信
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ヲ

保
険
契
約
者
を
法
人
と
し
、
賃
貸
住
宅
又
は
賃
貸
施
設
（
以
下
こ
の
ヲ
に
お

い
て
「
賃
貸
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約
に
基
づ

き
当
該
賃
貸
住
宅
等
の
借
主
が
負
担
す
る
債
務
の
う
ち
、
賃
貸
料
又
は
共
益
費

の
支
払
、
賃
貸
住
宅
等
の
修
理
又
は
現
状
回
復
の
費
用
の
支
払
、
賃
貸
借
契
約

の
期
間
経
過
後
の
不
法
占
拠
に
よ
る
賠
償
金
の
支
払
並
び
に
そ
れ
ら
の
債
務
の

履
行
遅
滞
に
よ
る
遅
延
利
息
の
支
払
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
の
い
ず
れ
か
又
は

す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お

い
て
「
家
賃
信
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）



（
削
る
）

ワ

旅
館
業
を
営
む
者
と
旅
行
業
を
営
む
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
旅
客
を
あ
っ

旋
す
る
契
約
に
基
づ
く
代
金
の
精
算
に
係
る
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
を
対

象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
旅
館

・
旅
行
業
者
取
引
信
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

カ

国
、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
と
の
間
で
、
落
札
し

た
入
札
参
加
者
が
落
札
し
た
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
入
札
保
証
保
険
契
約
」

と
い
う
。
）

（
削
る
）

ヨ

発
注
者
を
国
、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
と
す
る
契

約
に
お
い
て
当
該
契
約
の
受
注
者
が
当
該
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
を
対
象
と

す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
履
行
保
証

保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

タ

石
油
又
は
セ
メ
ン
ト
に
係
る
卸
売
業
者
と
販
売
業
者
の
間
で
締
結
し
た
特
約

販
売
契
約
に
お
い
て
、
当
該
販
売
業
者
が
当
該
卸
売
業
者
に
対
し
て
負
担
す
る

債
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第

百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
特
約
販
売
店
保
証
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

レ

法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
証
証
券
業
務
に
係
る
保
証
契
約
（
第
百
六

レ

法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
証
証
券
業
務
に
係
る
保
証
契
約
（
第
百
六

十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
保
証
証
券
契
約
」
と
い
う
。
）

十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
保
証
証
券
契
約
」
と
い
う
。
）

ソ

建
物
又
は
建
物
の
備
品
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
を
対
象
と
す
る
保
険
契

ソ

建
物
又
は
建
物
の
備
品
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
保
険
契
約
」
と

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
保
険
契
約
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

ツ

機
械
、
機
械
設
備
又
は
装
置
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及

ツ

機
械
、
機
械
設
備
又
は
装
置
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及



び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
機
械
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
機
械
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ネ

機
械
、
機
械
設
備
、
機
械
装
置
そ
の
他
の
構
造
物
を
組
み
立
て
る
工
事
に
お

ネ

機
械
、
機
械
設
備
、
機
械
装
置
そ
の
他
の
構
造
物
を
組
み
立
て
る
工
事
に
お

け
る
当
該
構
造
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十

け
る
当
該
構
造
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十

九
条
に
お
い
て
「
組
立
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

九
条
に
お
い
て
「
組
立
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ナ

機
械
、
機
械
設
備
、
機
械
装
置
そ
の
他
の
構
造
物
を
組
み
立
て
る
工
事
に
お

い
て
当
該
構
造
物
に
生
じ
た
事
故
に
よ
り
営
業
の
開
始
が
遅
延
し
た
こ
と
を
対

象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
操
業

開
始
遅
延
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ナ

建
物
を
建
設
す
る
工
事
に
お
け
る
当
該
建
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第

ラ

建
物
を
建
設
す
る
工
事
に
お
け
る
当
該
建
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第

百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
建
設
工
事
保
険
契
約
」
と
い
う

百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
建
設
工
事
保
険
契
約
」
と
い
う

。
）
又
は
土
木
構
造
物
を
建
設
す
る
工
事
に
お
け
る
当
該
土
木
構
造
物
を
対
象

。
）
又
は
土
木
構
造
物
を
建
設
す
る
工
事
に
お
け
る
当
該
土
木
構
造
物
を
対
象

と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
土
木
工

と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
土
木
工

事
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

事
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ム

陸
地
に
所
在
す
る
油
井
、
ガ
ス
井
又
は
地
熱
井
の
制
御
が
不
能
で
あ
る
こ
と

を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「

暴
噴
制
御
費
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ウ

建
物
又
は
土
木
構
造
物
を
建
設
す
る
工
事
に
お
い
て
当
該
建
物
又
は
当
該
土

木
構
造
物
に
生
じ
た
事
故
に
よ
り
営
業
の
開
始
が
遅
延
し
た
こ
と
を
対
象
と
す

る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
開
業
遅
延
保

険
契
約
」
と
い
う
。
）

ラ

土
木
構
造
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九

ヰ

土
木
構
造
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九

条
に
お
い
て
「
土
木
構
造
物
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

条
に
お
い
て
「
土
木
構
造
物
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）



（
削
る
）

ノ

原
子
力
施
設
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九

条
に
お
い
て
「
原
子
力
財
産
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
原
子
力
施
設
の
事

故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
」
と
い
う

。
）

ム

動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
関
す
る
損
害

オ

動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
関
す
る
損
害

を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「

を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「

動
産
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

動
産
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ウ

ヨ
ッ
ト
又
は
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

ク

ヨ
ッ
ト
又
は
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約
」
と

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

ヰ

電
子
計
算
機
及
び
そ
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

ヤ

電
子
計
算
機
及
び
そ
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保

（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保

険
契
約
」
と
い
う
。
）

険
契
約
」
と
い
う
。
）

ノ

金
融
機
関
（
臨
時
金
利
調
整
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第

マ

金
融
機
関
（
臨
時
金
利
調
整
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
が
発
行
す
る
旅
行
小
切
手
を
対
象
と

一
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
が
発
行
す
る
旅
行
小
切
手
を
対
象
と

す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
旅
行
小
切

す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
旅
行
小
切

手
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

手
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

オ

特
定
の
者
と
の
間
の
地
域
を
限
定
し
た
営
業
権
を
取
得
す
る
契
約
に
基
づ
き

ケ

特
定
の
者
と
の
間
の
地
域
を
限
定
し
た
営
業
権
を
取
得
す
る
契
約
に
基
づ
き

店
舗
に
お
い
て
物
品
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
被
保
険
者
と
し
、

店
舗
に
お
い
て
物
品
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
被
保
険
者
と
し
、

被
保
険
者
が
当
該
店
舗
に
お
い
て
所
有
し
又
は
事
業
に
供
す
る
た
め
に
輸
送
中

被
保
険
者
が
当
該
店
舗
に
お
い
て
所
有
し
又
は
事
業
に
供
す
る
た
め
に
輸
送
中

で
あ
る
動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
）
に
関
し
偶
然
の
事
故

で
あ
る
動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
）
に
関
し
偶
然
の
事
故



に
よ
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
伴
う
店
舗
の
営
業
上
の
損
失
又
は
損

に
よ
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
伴
う
店
舗
の
営
業
上
の
損
失
又
は
損

害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条

害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条

に
お
い
て
「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ク

事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
施
設
を
借
用
し
て
い
る
者
を
被
保
険
者
と
し
、
当

フ

事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
施
設
を
借
用
し
て
い
る
者
を
被
保
険
者
と
し
、
当

該
施
設
内
に
お
け
る
動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
以
下
こ
の

該
施
設
内
に
お
け
る
動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
以
下
こ
の

ク
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
偶
然
の
事
故
に
よ
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
及
び

フ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
偶
然
の
事
故
に
よ
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
及
び

当
該
施
設
又
は
動
産
が
偶
然
の
事
故
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
結
果
と
し
て
事
業

当
該
施
設
又
は
動
産
が
偶
然
の
事
故
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
結
果
と
し
て
事
業

に
生
じ
る
損
害
（
被
保
険
者
が
事
業
の
継
続
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
負
担

に
生
じ
る
損
害
（
被
保
険
者
が
事
業
の
継
続
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
負
担

を
含
む
。
）
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

を
含
む
。
）
又
は
損
害
賠
償
責
任
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

コ

金
融
機
関
等
（
臨
時
金
利
調
整
法
第
一
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
、
証
券
取

引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会

社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
コ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
施
設
及
び
当
該
施
設
内
の
造
作
、
設
備
、
什
器
、
備
品
、
保
存
中
又
は
輸
送

中
の
有
価
物
（
現
金
、
手
形
、
小
切
手
、
有
価
証
券
そ
の
他
高
価
な
動
産
を
い

う
。
以
下
こ
の
コ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
金
融
機
関
等
が
所
持
し
若
し
く

は
取
引
に
使
用
し
た
有
価
物
が
偽
造
又
は
変
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び

に
当
該
金
融
機
関
等
に
お
い
て
当
該
金
融
機
関
等
の
従
業
員
が
窃
盗
、
横
領
そ

の
他
背
信
行
為
を
行
う
こ
と
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契

約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
金
融
機
関
等
包
括
補
償

保
険
契
約
」
と
い
う
。
）



ヤ

動
産
（
自
動
車
、
船
舶
及
び
航
空
機
を
除
く
。
）
の
盗
難
若
し
く
は
盗
難
に

エ

特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に

よ
り
生
じ
た
き
損
若
し
く
は
汚
損
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条

規
定
す
る
証
票
等
が
窃
取
、
紛
失
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
他
人
に
不
正
に
使
用

及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
盗
難
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
債

さ
れ
た
こ
と
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条

権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

に
お
い
て
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

証
票
等
が
窃
取
、
紛
失
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
他
人
に
不
正
に
使
用
さ
れ
た
こ

と
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て

「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

マ

不
動
産
及
び
動
産
（
農
作
物
を
除
く
。
）
に
関
す
る
風
水
害
の
い
ず
れ
か
又

テ

不
動
産
及
び
動
産
（
農
作
物
を
除
く
。
）
に
関
す
る
風
水
害
の
い
ず
れ
か
又

は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に

は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に

お
い
て
「
風
水
害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

お
い
て
「
風
水
害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

ケ

競
走
馬
、
ミ
ン
ク
、
に
わ
と
り
又
は
動
物
園
で
飼
育
さ
れ
る
せ
き
つ
い
動
物

ア

競
走
馬
、
ミ
ン
ク
又
は
に
わ
と
り
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四

門
に
属
す
る
動
物
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十

条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
競
走
馬
等
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

九
条
に
お
い
て
「
競
走
馬
等
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

フ

ボ
イ
ラ
ー
又
は
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六

サ

ボ
イ
ラ
ー
又
は
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六

十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契

十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契

約
」
と
い
う
。
）

約
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

キ

企
業
の
事
業
活
動
又
は
国
、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法

人
の
事
業
活
動
に
お
い
て
、
天
候
に
よ
り
当
該
事
業
活
動
が
休
止
と
な
り
又
は

阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
費
用
又
は
喪
失
し
た
利
益
を
対
象
と
す
る
保

険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
天
候
保
険
契
約
」

と
い
う
。
）

コ

知
的
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と

ユ

知
的
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と



し
て
、
損
害
賠
償
請
求
そ
の
他
の
訴
訟
の
提
起
又
は
仲
裁
の
申
出
を
行
う
こ
と

し
て
、
損
害
賠
償
請
求
そ
の
他
の
訴
訟
の
提
起
又
は
仲
裁
の
申
出
を
行
う
こ
と

に
よ
り
生
じ
る
費
用
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八

に
よ
り
生
じ
る
費
用
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八

十
九
条
に
お
い
て
「
知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

十
九
条
に
お
い
て
「
知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

エ

事
業
活
動
に
伴
い
、
事
業
者
が
被
る
損
害
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条
第
五
項
第

メ

企
業
の
事
業
活
動
に
お
い
て
、
一
定
の
偶
然
の
事
故
に
よ
り
企
業
が
費
用
を

一
号
に
規
定
す
る
損
害
に
該
当
す
る
も
の
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約
（
イ
か
ら

支
出
す
る
こ
と
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
利
益
を
喪
失
す
る
こ
と
又
は
そ

リ
ま
で
及
び
ヲ
か
ら
コ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も
の
、
自
動
車

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
を
対
象
と
し
た
保
険
契
約
（
イ
か
ら
ユ
ま

の
管
理
及
び
運
行
を
対
象
と
す
る
も
の
並
び
に
人
の
身
体
に
関
す
る
状
態
、
治

で
に
掲
げ
る
契
約
に
該
当
す
る
も
の
、
自
動
車
の
所
有
、
保
管
及
び
運
行
に
係

療
及
び
死
亡
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条

る
も
の
並
び
に
人
の
身
体
に
関
す
る
状
態
、
治
療
及
び
死
亡
に
よ
る
も
の
を
除

に
お
い
て
「
事
業
活
動
損
害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

く
。
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
企
業
の
事
業
活
動
向
け

費
用
・
利
益
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）

（
日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
の
締
結
で
き
る
保
険
契
約
）

（
日
本
に
支
店
等
を
設
け
な
い
外
国
保
険
業
者
の
締
結
で
き
る
保
険
契
約
）

第
百
十
六
条

（
略
）

第
百
十
六
条

（
略
）

一

宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
、
当
該
打
上
げ
に
係
る
運
送
貨
物
（
人
工
衛
星
を
含
む

一

宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
、
当
該
打
上
げ
に
係
る
運
送
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）

。
）
及
び
当
該
貨
物
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任

及
び
当
該
貨
物
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い

の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

ず
れ
か
又
は
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

（
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

資
産
の
運
用
の
額
の
制
限
）

資
産
の
運
用
の
額
の
制
限
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）



イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
（
保
険
約
款
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
、
コ
ー

ロ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
（
保
険
約
款
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
、
コ
ー

ル
ロ
ー
ン
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
有
価
証

ル
ロ
ー
ン
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
有
価
証

券
（
現
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
有
価
証
券
の
う
ち
当
該
担
保
の
額
に
相
当
す
る

券

額
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
削
る
）

ニ

当
該
同
一
人
が
引
受
け
を
行
っ
た
信
託
財
産
（
当
該
信
託
財
産
の
う
ち
、
信

託
業
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

信
託
会
社
が
分
別
し
て
管
理
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）

ニ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
債
務
の
保
証

ホ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
債
務
の
保
証

ホ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
運
用
資
産
と
し
て
金
融

ヘ

当
該
同
一
人
に
対
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
運
用
資
産
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
も
の

庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
外
国
生
命
保
険
会
社
等
の
責
任
準
備
金
）

（
外
国
生
命
保
険
会
社
等
の
責
任
準
備
金
）

第
百
五
十
条

（
略
）

第
百
五
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
第
一
項
第
一
号
の
保
険
料
積
立
金
及
び

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
第
一
項
第
一
号
の
保
険
料
積
立
金
に
つ

同
項
第
二
号
の
二
の
払
戻
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支

い
て
は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支
の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な



の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
責
任
準
備
金
）

（
外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
責
任
準
備
金
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
に
係
る
前
項
第
三
号
の
払
戻
積
立
金
に
つ
い
て

（
新
設
）

は
、
当
該
特
別
勘
定
に
お
け
る
収
支
の
残
高
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
業
務
又
は
財
産
の

三

第
一
号
及
び
前
号
の
規
定
は
、
外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
業
務
又
は
財
産
の
状

状
況
及
び
保
険
契
約
の
特
性
等
に
照
ら
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用

況
及
び
保
険
契
約
の
特
性
等
に
照
ら
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し

し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
料
積
立
金
及
び
払
戻
積
立
金

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
料
積
立
金
及
び
払
戻
積
立
金
の

の
額
は
保
険
数
理
に
基
づ
き
、
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

額
は
保
険
数
理
に
基
づ
き
、
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
特
別
勘
定
を
設
置
す
る
保
険
契
約
）

（
特
別
勘
定
を
設
置
す
る
保
険
契
約
）

第
百
五
十
三
条

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規

第
百
五
十
三
条

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

特
別
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
財
産
の
価
額
に
よ
り
、
外
国
生

一

特
別
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
る
財
産
の
価
額
に
よ
り
、
保
険
金



命
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
金
額
が
変
動

そ
の
他
の
給
付
金
の
金
額
が
変
動
す
る
保
険
契
約

す
る
保
険
契
約
、
外
国
損
害
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
返
戻
金
の
金
額
が
変
動
す

る
保
険
契
約

二

（
略
）

二

（
略
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

第
百
六
十
四
条

（
略
）

第
百
六
十
四
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
金
保
険
契
約

（
新
設
）

へ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
保
険
契
約

（
新
設
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

イ

事
業
用
資
産
向
け
火
災
保
険
契
約

イ

事
業
用
資
産
向
け
火
災
保
険
契
約

ロ

債
権
保
全
火
災
保
険
契
約

（
新
設
）

ハ

森
林
火
災
保
険
契
約

ロ

森
林
火
災
保
険
契
約

ニ

博
覧
会
総
合
保
険
契
約

ハ

博
覧
会
総
合
保
険
契
約

ホ

海
上
保
険
契
約

ニ

海
上
保
険
契
約

ヘ

運
送
保
険
契
約
及
び
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約

ホ

運
送
保
険
契
約
及
び
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約

ト

旅
行
事
故
対
策
費
用
保
険
契
約
及
び
旅
行
特
別
補
償
保
険
契
約

（
新
設
）

チ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
傷
害
保
険
契
約

（
新
設
）

リ

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
傷
害
保
険
契
約

（
新
設
）



ヌ

総
付
保
台
数
十
台
以
上
の
自
動
車
保
険
契
約

（
新
設
）

ル

販
売
用
等
自
動
車
保
険
契
約

（
新
設
）

ヲ

賠
償
責
任
保
険
契
約

ヘ

賠
償
責
任
保
険
契
約

ワ

船
客
傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

ト

船
客
傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

カ

労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約

チ

労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約

ヨ

航
空
保
険
契
約

リ

航
空
保
険
契
約

タ

住
宅
ロ
ー
ン
保
証
保
険
契
約

（
新
設
）

（
削
る
）

ヌ

信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

ル

身
元
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

ヲ

家
賃
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

ワ

旅
館
・
旅
行
業
者
取
引
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

カ

入
札
保
証
保
険
契
約

（
削
る
）

ヨ

履
行
保
証
保
険
契
約

（
削
る
）

タ

特
約
販
売
店
保
証
保
険
契
約

レ

保
証
証
券
契
約

レ

保
証
証
券
契
約

ソ

ガ
ラ
ス
保
険
契
約

ソ

ガ
ラ
ス
保
険
契
約

ツ

機
械
保
険
契
約

ツ

機
械
保
険
契
約

ネ

組
立
保
険
契
約

ネ

組
立
保
険
契
約

（
削
る
）

ナ

操
業
開
始
遅
延
保
険
契
約

ナ

建
設
工
事
保
険
契
約
及
び
土
木
工
事
保
険
契
約

ラ

建
設
工
事
保
険
契
約
及
び
土
木
工
事
保
険
契
約

（
削
る
）

ム

暴
噴
制
御
費
用
保
険
契
約

（
削
る
）

ウ

開
業
遅
延
保
険
契
約



ラ

土
木
構
造
物
保
険
契
約

ヰ

土
木
構
造
物
保
険
契
約

（
削
る
）

ノ

原
子
力
財
産
保
険
契
約
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

ム

動
産
総
合
保
険
契
約

オ

動
産
総
合
保
険
契
約

ウ

ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約

ク

ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約

ヰ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保
険
契
約

ヤ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保
険
契
約

ノ

旅
行
小
切
手
総
合
保
険
契
約

マ

旅
行
小
切
手
総
合
保
険
契
約

オ

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約

ケ

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約

ク

テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約

フ

テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約

（
削
る
）

コ

金
融
機
関
等
包
括
補
償
保
険
契
約

ヤ

盗
難
保
険
契
約
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約

エ

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約

マ

風
水
害
保
険
契
約

テ

風
水
害
保
険
契
約

ケ

競
走
馬
等
保
険
契
約

ア

競
走
馬
等
保
険
契
約

フ

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契
約

サ

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契
約

（
削
る
）

キ

天
候
保
険
契
約

コ

知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約

ユ

知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約

エ

事
業
活
動
損
害
保
険
契
約

メ

企
業
の
事
業
活
動
向
け
費
用
・
利
益
保
険
契
約

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
関
す
る
届
出
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
関
す
る
届
出
）

第
百
八
十
九
条

（
略
）

第
百
八
十
九
条

（
略
）

一

事
業
用
資
産
向
け
火
災
保
険
契
約

一

事
業
用
資
産
向
け
火
災
保
険
契
約

二

債
権
保
全
火
災
保
険
契
約

（
新
設
）

三

森
林
火
災
保
険
契
約

二

森
林
火
災
保
険
契
約



四

博
覧
会
総
合
保
険
契
約

三

博
覧
会
総
合
保
険
契
約

五

海
上
保
険
契
約

四

海
上
保
険
契
約

六

運
送
保
険
契
約
及
び
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約

五

運
送
保
険
契
約
及
び
小
口
貨
物
運
送
保
険
契
約

七

旅
行
事
故
対
策
費
用
保
険
契
約
及
び
旅
行
特
別
補
償
保
険
契
約

（
新
設
）

八

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
傷
害
保
険
契
約

（
新
設
）

九

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
傷
害
保
険
契
約

（
新
設
）

十

総
付
保
台
数
十
台
以
上
の
自
動
車
保
険
契
約

（
新
設
）

十
一

販
売
用
等
自
動
車
保
険
契
約

（
新
設
）

十
二

賠
償
責
任
保
険
契
約

六

賠
償
責
任
保
険
契
約

十
三

船
客
傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

七

船
客
傷
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

十
四

労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約

八

労
働
者
災
害
補
償
責
任
保
険
契
約

十
五

航
空
保
険
契
約

九

航
空
保
険
契
約

十
六

住
宅
ロ
ー
ン
保
証
保
険
契
約

（
新
設
）

（
削
る
）

十

信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

十
一

身
元
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

十
二

家
賃
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

十
三

旅
館
・
旅
行
業
者
取
引
信
用
保
険
契
約

（
削
る
）

十
四

入
札
保
証
保
険
契
約

（
削
る
）

十
五

履
行
保
証
保
険
契
約

（
削
る
）

十
六

特
約
販
売
店
保
証
保
険
契
約

十
七

保
証
証
券
契
約

十
七

保
証
証
券
契
約

十
八

ガ
ラ
ス
保
険
契
約

十
八

ガ
ラ
ス
保
険
契
約



十
九

機
械
保
険
契
約

十
九

機
械
保
険
契
約

二
十

組
立
保
険
契
約

二
十

組
立
保
険
契
約

（
削
る
）

二
十
一

操
業
開
始
遅
延
保
険
契
約

二
十
一

建
設
工
事
保
険
契
約
及
び
土
木
工
事
保
険
契
約

二
十
二

建
設
工
事
保
険
契
約
及
び
土
木
工
事
保
険
契
約

（
削
る
）

二
十
三

暴
噴
制
御
費
用
保
険
契
約

（
削
る
）

二
十
四

開
業
遅
延
保
険
契
約

二
十
二

土
木
構
造
物
保
険
契
約

二
十
五

土
木
構
造
物
保
険
契
約

（
削
る
）

二
十
六

原
子
力
財
産
保
険
契
約
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約

二
十
三

動
産
総
合
保
険
契
約

二
十
七

動
産
総
合
保
険
契
約

二
十
四

ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約

二
十
八

ヨ
ッ
ト
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
保
険
契
約

二
十
五

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保
険
契
約

二
十
九

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
総
合
保
険
契
約

二
十
六

旅
行
小
切
手
総
合
保
険
契
約

三
十

旅
行
小
切
手
総
合
保
険
契
約

二
十
七

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約

三
十
一

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
総
合
保
険
契
約

二
十
八

テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約

三
十
二

テ
ナ
ン
ト
総
合
保
険
契
約

（
削
る
）

三
十
三

金
融
機
関
等
包
括
補
償
保
険
契
約

二
十
九

盗
難
保
険
契
約
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約

三
十
四

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
盗
難
保
険
契
約

三
十

風
水
害
保
険
契
約

三
十
五

風
水
害
保
険
契
約

三
十
一

競
走
馬
等
保
険
契
約

三
十
六

競
走
馬
等
保
険
契
約

三
十
二

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契
約

三
十
七

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ボ
セ
ッ
ト
保
険
契
約

（
削
る
）

三
十
八

天
候
保
険
契
約

三
十
三

知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約

三
十
九

知
的
財
産
権
訴
訟
費
用
保
険
契
約

三
十
四

事
業
活
動
損
害
保
険
契
約

四
十

企
業
の
事
業
活
動
向
け
費
用
・
利
益
保
険
契
約



別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
損
害
保
険
会
社
）
）

別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
損
害
保
険
会
社
）
）

資
産
運
用
に
関
す
る

（
略
）

資
産
運
用
に
関
す
る

（
略
）

指
標

指
標

特
別
勘
定
に
関
す
る

一

特
別
勘
定
資
産
残
高

（
新
設
）

（
新
設
）

指
標

二

現
預
金
・
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
、
有
価
証
券
（
公
社

債
、
株
式
、
外
国
証
券
（
公
社
債
、
株
式
等
）
、

そ
の
他
の
証
券
）
、
貸
付
金
、
そ
の
他
、
合
計
の

区
分
ご
と
の
特
別
勘
定
資
産

三

利
息
配
当
金
等
収
入
、
有
価
証
券
売
却
益
、
有

価
証
券
償
還
益
、
有
価
証
券
評
価
益
、
為
替
差
益

、
金
融
派
生
商
品
収
益
、
そ
の
他
の
収
益
、
有
価

証
券
売
却
損
、
有
価
証
券
償
還
損
、
有
価
証
券
評

価
損
、
為
替
差
損
、
金
融
派
生
商
品
費
用
、
そ
の

他
の
費
用
、
収
支
差
額
の
区
分
ご
と
の
特
別
勘
定

の
運
用
収
支


